
　

　制度の構成員は下のとおりです。

　苦情解決責任者　　伊藤厚子

　苦情受付担当者　　渡辺智子

    　　　　　　　　　　　　井上栄里子

　９月２０日、県民秋の恒例行事「芋煮会」が 　第三者委員　　　　　内山清一

寒河江共労育成園食堂で行われました。 　　　　〃　　　　　　　　森　　睦

本来なら屋外で､秋の空気を感じ 　　　　〃　　　　　　　　間庭 洋

ながらがおいしいのですが、 　　県に福祉サービス運営適正

今年は暑くて…外には出られず､ 　化委員会も設置されています。

食堂で涼しくいただきました。

芋煮は内陸風と庄内風の 　直接でも電話でも結構です。

２種類、うどんにカレー、 　ショーケースの上に受付箱も

天ぷらまであり大満足の、 　設置しておりますので、

豪華版でした。 　　　どうぞ、ご利用ください。

  木工班では検査用具の作業が継続的に流れています。手前の方は模様

構成積み木を包装しています。傷がつかないよう紙で保護して出荷します。

数多くの工程があり、何十年もかけて少しずつステップアップしてきました。

　受託班では自主

製品の蔓編み作業

です。編むのは

難しいので、その

下準備中です。

　　　継続的な作業ではないので、次の段階に進むのは難しいで

　　　すが、目新しい作業に活き活きしています。

　　　苦情解決制度は利用者さんの

　権利や利益を守り、苦情を解決

　するための仕組みです。
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